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函館市電「電停ネーミングライツ」スポンサー募集に係る報道について（依頼） 

 

平素より本市交通事業に対しましてご協力をいただき，誠にありがとうございます。 

さて，企業局交通部では，函館市電をご利用するお客様へ，電停で市電をお待ちいた

だく間の環境向上を目的として，「電停ネーミングライツ制度」を制定しているところ

ですが，この度，副呼称表記費用に係る企業局負担の実施などを明記した，企業様にと

ってご利用しやすい「電停ネーミングライツご利用ガイド」を策定いたしました。 

今後は，本ガイドのもと，地域に密着した企業様とともに，環境向上等の取組みを進

めてまいりたいと考えております。 

つきましては，広く報道いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 「電停ネーミングライツご利用ガイド」の概要 

(1) 「ご利用しやすい」本ガイドの主な内容 

・副呼称表記に要する費用を企業局が全額負担 

・副呼称が表示される各箇所を可視化 

（別紙 「電停ネーミングライツ 副呼称表示箇所」のとおり） 

・各募集電停における「年間スポンサー料」を事前公表 

（別紙 「電停ネーミングライツ 対象電停一覧」のとおり） 

(2) 適用年月日 

令和８年３月１３日(金)から適用 

 

２ 「電停ネーミングライツ」スポンサー募集 

(1) 募集期間 

随時募集しております。 

(2) 契約期間 

「お客様が電停で市電をお待ちいただく間の環境向上」を，企業様とともに，長き

にわたって取り組んでまいりたいとの考えから，「３年以上のご契約」を基本といた

します。 

(3) 申込方法 

詳細につきましては，下記までお問合せください。 

 



３ 関連ホームページ 

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014030300519/  

 

 

 

お問い合わせ   函館市企業局交通部安全管理課 事業管理担当 

ＴＥＬ ０１３８－３２－１７３０ 

ＦＡＸ ０１３８－３２－１７３４ 

 



 

 電停ネーミングライツ  

ご 利 用 ガ イ ド 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     電停名表示器の表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 函館市企業局交通部安全管理課 

                          令和８年３月現在 



１．電停ネーミングライツとは 

 

地域に密着したスポンサー企業様のご協力を得て，市電利用のお客様が電停で電

車をお待ち頂く環境を向上させることにより，スポンサー企業様のイメージアップ

を図るための「電停副呼称」制度のことです。 

 

２．スポンサー企業様の役割 

 

(1) 対象電停の申し出および副呼称名の提案 

希望する電停から概ね５００ｍ以内に位置する施設を有することを条件として

別紙「電停ネーミングライツ対象電停一覧」から，ご希望の電停のお申し出を

受け，電停副呼称に使用する社名や店舗名などの名称をご提案いただきます。 

企業局交通部の審査,決定後,当該電停の電停名表示器プレートを交換します。 

※「アリーナ前」は，企業局が市ネーミングライツ権者と調整の上対応します。 

(2) 乗客サービスに寄与する設備の設置等 

電停名表示器，乗車口位置板などの設置や，防護柵の美装化，電停清掃費のご

負担など，企業局交通部へ寄贈等をしていただきます。 

(3) 電停周辺の美化  

巡回点検や清掃は企業局交通部でも行っておりますが，企業局交通部と打合せ

の上，それを補う形での電停周辺エリアの清掃など美化の推進をお願いします｡ 

(4) スポンサー料のお支払い 

スポンサー料金をお支払いいただきます。スポンサー料金は，別紙「電停ネー

ミングライツ対象電停一覧」のとおりです。お支払いの方法につきましては，

別途協議させていただきます。 

 

３．企業局交通部の役割 

 

(1) 電停副呼称の使用 

次の媒体で電停名称に続けて副呼称を使用します。 

１）当該電停の電停名表示器に掲げる電停名 

  【別紙「電停ネーミングライツ副呼称 表示箇所」１）参照】 

２）車内放送における当該電停案内          【同上 ２）参照】 

３）車内料金表示器における当該電停案内    【同上 ３）参照】 

４）全ての電停および車内に掲げる路線案内図【同上 ４）参照】 

５）市電１日乗車券（紙製）                【同上 ５）参照】 

６）市ホームページ内における路線案内図を表示しているページ 

【同上 ６）参照】 

※４）～６）につきましては，残部数等を踏まえ適宜更新しております。 



(2) 企業局広告枠を活用したスポンサー企業様ＰＲ  

車両内に搭載する液晶カラーディスプレイを活用し，スポンサー企業様のＰＲ

広告を１カ月間実施します。静止画像データを３数程度ご提供いただき，企業局

でＰＲ静止画像を作成します。 

なお，動画によるＰＲをご希望の場合は，スポンサー企業様に費用をご負担い

ただきます。 

 

●液晶カラーディスプレイ広告 

掲出車両 ２０両  

掲出回数 １車両１運行（約１時間４０分）につき，２０回程度 

     １日１２両の運行を想定×２０回×１日１車両５運行＝１２００回  

掲出期間 １ヶ月間 

放送時間 １５秒程度／１広告 ※音声はでません。  

 

 

 

 

 

 

 

４．費用負担について 

 

(1) 企業局交通部の費用負担 

１）電停名表示器，車内放送，車内料金表示器，電停および車内に掲げる路線案

内図の副呼称表示費用および契約期間終了後の原状回復費用 

２）市電１日乗車券（紙製），市ホームページの副呼称表示費用 

３）液晶カラーディスプレイ広告料金（22,000円/1ヵ月）およびＰＲ静止画像作 

成費用 

(2) スポンサー企業様の費用負担 

１）スポンサー料 

２）乗客サービスに寄与する設備の設置費用等 

 

５．ご契約までの流れ  

 

スポンサーをご希望のお客様からのお申し出を基に，当局で寄贈物品等のお見積

もりを取り，条件等概ねご了解いただければ，お客様から正式に申込書を提出いた

だき，函館市企業局交通部が定める基準に基づく審査を経た後，電停副呼称使用開

始日程等を調整し，契約を取り交わします。 



対象電停一覧

湯の川
方　面

どつく前
谷 地 頭
方　　面

湯の川
方　面

どつく前
谷 地 頭
方　　面

1 湯 の 川 B 1 1 3 3 543,400

2 湯 の 川 温 泉 B/D 1 1 3 1 609,400 タイプ 下記参照

3 駒 場 車 庫 前 B 1 1 3 3 609,400

4 競 馬 場 前 C 1 1 2 2 609,400

5 深 堀 町 B 1 1 3 3 609,400

6 柏 木 町 Ａ 1 1 1 1 609,400

7 杉 並 町 C 1 1 2 2 609,400

8 五稜郭公園前 D 1 1 1 1 873,400

9 中 央 病 院 前 D 1 1 1 1 662,200

10 千 代 台 D 1 1 1 1 662,200

11 堀 川 町 Ａ 1 1 1 1 662,200

12 昭 和 橋 C 1 1 2 2 662,200

13 千 歳 町 Ａ 1 1 1 1 662,200

14 新 川 町 B 1 1 3 3 662,200

15 松 風 町 D 1 1 1 1 701,800

16 函 館 駅 前 D 1 1 1 1 873,400

17 市 役 所 前 C 1 1 2 2 609,400

18 魚 市 場 通 C 1 1 2 2 609,400

19 十 字 街 D 1 1 1 1 675,400

20 末 広 町 Ａ 1 1 2 2 543,400

21 大 町 B 1 1 3 3 543,400

22 宝 来 町 C 1 1 3 3 543,400

23 青 柳 町 Ａ 1 1 1 1 569,800

24 谷 地 頭 Ａ 1 1 1 1 477,400

　　　　　　　　　　　　　【湯の川温泉】

№ 電　停　名
電　停
タイプ

年間スポンサー料
(円 税込)

特 記 事 項

全 額 負 担 いたします

電 停 名 表 示 器 へ掲げる

副呼称表記費用を企業局が

電　停　数 副呼称表示面数

電停ネーミングライツ

電　停

タイプ

B

電　停

タイプ

D

湯の川方面 どつく前・谷地頭方面



 電停ネーミングライツ  副呼称 表示箇所 

１）電停名表示器                              ４） 路 線 案 内 図 

各電停のタイプ・副呼称標記面数については「対象電停一覧」を参照                    全電停の掲示板(49箇所)と全営業車両内(30両)の両側面(2面)に副呼称が表示されます。 

                                              

                                                                             【 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                        ・五稜郭、千代台 

                         中央病院 など 

 

 

                                                                                                   【路線案内図 拡大】 

                                                                                                                                                        

２）車  内  放  送                           ５） 市電１日乗車券(紙製)          ６）市ホームページ 

全営業車両(30両)において通常の電停名を案内した後で副呼称名を放送します。              函館市企業局の乗車券販売窓口のほか市内各委託販売店      市ホームページにおいて路線図などが掲載 

                                                     や電車内において年間約 15万枚販売される上記乗車券に     されるページに副呼称が表示されます。 

                                                                                                         副呼称が表示されます。 

 

 

３）車内料金表示器 

車両内(30両)において２器搭載。２箇所に副呼称が表示されます。 

 

                                                 【料金表示器 拡大】 

                             

 

 

次は、通常電停名、通常電停名、「副呼称名」です。 

Ａタイプ Ｂタイプ 

Ｃタイプ Ｄタイプ 

イメージ   

電停掲示板

タイプ 

車 両 内 


